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一
(
)
四

新
農
地
法
に
於
け
る
「
利
用
権
」
の
法
的
性
格

遠

藤

順

目

次

一

、

ま

え

が

き

二
、
「
農
地
法
」
上
の
「
利
用
権
」

=
コ
用
益
権
と
「
利
用
権
」

付
賃
借
権
と
「
利
用
権
」

伺
用
益
物
権
と
「
利
用
権
」

図

、

む

す

び
一
、
ま

え

ヵ=

き

農
民
の
自
家
用
燃
料
或
は
、
肥
料
・
敷
判
明
等
の
給
源
と
し
て
の
薪
炭
採
草
地
の
確
保
は
、
古
来
よ
り
農
家
生
活
及
び
農
業
経
営
の
安
定
上
、
極
め
て
重
要
な
問

題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
等
の
収
益
行
為
は
、
か
つ
て
は
悉
く
「
入
会
権
」
乃
至
入
会
慣
行
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
然
し
半
面
こ
の
種
の
収
益
行

為
に
は
次
の
如
き
種
々
の
弊
昌
一
日
を
伴
っ
た
の
で
あ
る
。

6

.

即
ち
入
会
地
の
管
理
を
不
完
全
な
ら
し
め
収
益
の
絶
対
量
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
、
土
地
の
荒
廃
を
招
き
水
源
地
を
濫
し
て
洪
水
の
災
害
を
増
加
せ
し
め
る
こ



主
、
入
会
地
の
存
在
が
宣
接
間
接
に
土
地
の
開
発
を
妨
げ
そ
の
交
換
価
値
を
減
少
さ
ぜ
る
怖
れ
あ
る
こ
と
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
も
以
上
の
弊
害
は
、
一
方
に
於
て
農
業
技
術
の
進
歩
、
交
通
の
発
達
、
農
村
に
於
け
る
交
換
経
演
の
拡
大
等
に
相
応
じ
て
、

を
減
少
せ
し
め
る
と
共
に
、
叉
他
方
農
村
部
落
に
於
け
る
人
ロ
の
増
加
と
生
活
苦
と
は
、
「
入
会
権
」
の
行
使
に
関
す
る
団
体
的
統
制
を
弛
緩
さ
せ
入
会
地
の
荒

廃
を
甚
し
く
し
た
結
果
、
」
時
は
か
え
っ
て
「
入
会
権
」
の
整
理
消
除
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
o

と
こ
ろ
で
か
与
る
結
果
を
見
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
「
入
会
権
」
な
る
も
の
が
一
途
に
古
来
の
慣
習
に
依
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
収
益
行
為
も
叉
慣
行
に

由
来
し
、
何
等
法
的
に
擁
護
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
上
述
の
事
情
か
ら
、
仮
に
「
入
会
権
」
の
整
理
消

除
は
該
る
程
度
止
む
を
得
ざ
る
も
の
が
あ
り
、
叉
そ
の
実
益
少
な
か
ら
ず
と
し
て
も
、
そ
れ
が
整
理
消
除
は
、
常
に
「
入
会
権
L
を
行
使
す
る
農
民
殊
に
交
換
経

「
新
農
地
法
」
に
規
定
す
る
「
利
問
権
」
の
行

「
入
会
権
」
の
農
業
的
価
値

済
に
順
応
し
得
ざ
る
貧
窮
農
民
を
犠
牲
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
「
入
会
権
」
の
価
値
が
減
少
し
た
今
日
、

使
は
、
農
民
に
与
え
ら
れ
た
法
定
収
益
権
と
凡
て
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
で
あ
匂
う
。

而
し
て
新
「
農
地
法
」
は
「
農
地
説
整
法
〕
、
及
び
「
自
俳
長
創
設
特
別
拾
置
法
叩
止
り
連
な
る
農
民
解
放
の
精
神
を
恒
久
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
長
地
は

耕
作
者
み
ず
か
ら
が
所
有
す
る
こ
と
を
最
も
適
当
で
あ
る
ρ

と
す
る
所
謂
自
作
農
注
義
な
る
理
念
を
一
貫
し
て
そ
の
根
底
と
し
て
い
る
。
今
こ
与
に
我
国
に
於
け

る
農
地
関
係
立
法
の
推
移
を
た
ず
ね
れ
ば
、
明
治
一
七
年
の
有
名
な
「
興
業
意
見
同
以
来
、
欧
米
の
そ
れ
を
移
入
し
て
急
速
に
拡
大
さ
れ
た
資
本
主
義
的
要
素
に

妨
げ
ら
れ
、
幾
多
の
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
な
お
こ
れ
を
大
局
的
に
見
れ
ば
、
従
来
の
所
有
権
中
心
主
義
か
ら
次
第
に
用
益
権
尊
重
に
傾
き
、
そ
れ
に
伴
っ
て
農

地
制
度
自
体
も
叉
用
益
権
強
化
の
方
向
に
是
正
さ
れ
つ
ム
あ
る
こ
と
を
考
え
合
は
せ
る
時
、
前
述
せ
る
如
く
ヮ
自
作
農
、
玉
義
μ

を
そ
の
根
底
と
し
た
「
農
地
法
」

が
、
先
に
昭
和
二
二
年
」
二
月
の
改
正
に
よ
っ
て
前
掲
「
農
地
調
整
法
」
第
一
四
条
の
二
以
下
に
加
え
ら
れ
た
「
使
用
権
」
規
定
を
‘

M

耕
作
者
の
地
位
の
安
定

と
農
業
生
産
力
の
増
進
什
の
た
め
に
グ
土
地
の
農
業
上
の
利
用
関
係
を
調
整
u
す
べ
く
、
再
度
「
利
用
権
」
と
し
て
取
り
上
げ
た
こ
と
は
、
大
き
な
意
義
を
有
す

る
も
の
と
一
去
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
下
「
農
地
法
」
上
の
「
利
用
権
」
に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
性
絡
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
今
次
「
農
地
法
」
が
「
農
地

調
整
法
」
か
ら
連
な
る
農
民
解
放
の
精
神
を
恒
久
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
本
質
は
悉
く
新
「
農
地
法
」
に
よ
っ
て
理
解
出
来
る
も
の
と
忠
わ
れ

る
o
従
っ
て
ζ

の
意
味
か
ら
、
こ
こ
で
は
前
「
農
地
調
整
法
」
に
於
け
る
「
使
用
権
」
規
定
は
こ
れ
を
直
接
対
象
と
せ
ず
、
主
に
今
次
「
農
地
法
」
上
の
「
利
用

一O五



註

権
」
規
定
の
み
を
対
象
と
し
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
与
す
る
。

一()六

(2) (1) 

昭
和
二
七
年
法
律
第
二
二
九
号

昭
和
二
一
一
年
法
律
第
六
七
号
か
ら
数
次
に
一
且
り
改
正
せ
ら
れ
た
も
の
(
後
述
す
る
「
利
用
権
」
の
規
定
も
昭
和
二
二
年
の
改
正
に
よ
っ
て
新
た
に

加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
)

昭
和
二
一
年
法
律
第
四
三
号

前
掲
「
農
地
法
」
第
一
条
参
照

和
田
五
回
・
橋
武
夫
「
新
農
地
法
詳
解
」
七
頁
参
照

「
興
業
意
見
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
小
林
巳
智
次
教
授
「
問
農
地
関
係
法
案
の
史
的
考
察
」
(
「
協
同
」
第
二
巻
第
入
号
)
二
頁

t
一
「
一
頁
参
照

農
地
関
係
立
法
の
推
移
に
つ
い
て
は
前
掲
小
林
教
授
「
農
地
関
係
法
案
の
史
的
考
察
」
参
照

前
掲
「
農
地
法
」
第
一
条
参
照

(8) (1) (6) (5) (4-) (3) 

一一、

「
農
地
法
」
上
の
「
利
用
権
」

「
農
地
法
」
上
に
於
け
る
「
利
則
権
」
の
内
容
必
至
そ
の
伎
同
以
益
行
為
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
耕
作
の
事
業
を
行
う
者
の
薪
炭
用
原
木
、
燃
料
用
枝
溶
鋭
、

肥
料
飼
料
敷
料
用
草
務
紫
の
採
取
、
及
び
耕
作
に
附
随
し
て
飼
育
す
る
家
畜
の
放
牧
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も
以
上
の
収
益
行
為
は
い
'
い
ず
れ
も
自
家
別
即
ち
自
家

日
常
生
活
に
消
費
す
る
も
の
、
及
び
自
家
農
業
経
営
に
使
則
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
第
二
六
条
第
一
項
各
号
)
市
し
て
次
に
そ
の
権
利
の
取

得
に
つ
い
て
は
、
「
利
用
機
」
を
取
得
せ
ん
と
す
る
も
の
は
先
ず
市
町
村
農
業
委
員
会
の
M

承
認
d

を
う
け
た
上
で
、
相
手
方
た
る
グ
土
地
叉
は
立
木
の
所
布
者

(
「
農
地
法
」
第
二
六
条
第
一
項
)

M

協
議
ρ

が
と
与

そ
の
他
こ
れ
等
に
関
し
権
利
を
有
す
る
も
の
ρ

に
対
し
「
利
用
権
設
立
に
関
す
る
H

協
議
H

を
も
と
泊
、

の
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
M

協
議
ρ

即
ち
当
事
者
閉
の
設
定
契
約
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
グ
協
議
H

に
先
立
っ
て
M

承
認
ρ

を
う
け
る

こ
と
の
意
義
は
、
グ
承
認
“
後
柑
子
方
と
の
M

協
議
。
不
調
の
場
合
、
そ
の
第
二
段
階
と
し
て
直
ち
に
委
負
会
に
対
し
て
グ
裁
定
ρ

を
申
誇
し
、
相
手
方
の
同
意

が
な
く
て
も
H

裁
定
。
に
よ
っ
て
H

当
事
者
聞
に
H

協
議
。
が
と
与
の
っ
た
も
の
。
(
「
農
地
法
」
第
三

O
条
第
二
項
)
と
見
倣
さ
れ
る
点
に
あ
る
も
の
と
一
式
う

べ
く
、
後
述
す
る
第
一
ニ
コ
条
の
規
定
と
共
に
、
「
利
問
権
」
特
に
そ
の
制
限
定
に
対
す
る
強
力
な
る
保
護
乃
至
は
助
成
の
規
定
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。



更
に
そ
の
権
利
の
消
波
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
解
除
、
解
約
、
期
間
更
新
の
拒
絶
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
解
除
等
に
つ
い
て
は
知
事
の
許

可
を
必
要
と
し
、
更
に
知
事
が
許
可
し
得
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
採
草
放
収
地
の
賃
貸
借
解
約
等
の
場
合
と
同
様
、
利
用
権
者
が
宥
恕
す
べ
き
事
情
が
な
い
に
も

拘
ら
ず
利
用
批
判
の
支
払
を
怠
る
等
信
義
に
反
し
た
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
使
用

H
的
の
安
更
を
相
当
と
す
る
場
合
、
及
び
土
地
又
は
泣
木
の
所
有
者
そ
の
他
こ
れ

等
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
自
ら
が
耕
作
叉
は
養
畜
の
事
業
に
使
用
す
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
場
合
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
(
「
農
地
法
」
第
三
二
条
に
よ
る
第
二

O
条
の
唯
一
・
用
)

次
に
そ
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
は
、
利
用
権
者
と
そ
の
相
手
方
と
の
聞
で
、

v
協
議
。
が
と
与
の
っ
た
場
合
に
は
そ
の
グ
協
議
μ

(

設
定
行
為
U

に
・
よ
っ
て
、

ν
協
議
。
が
と
与
の
わ
な
い
場
合
に
は
が
裁
定
。
に
よ
り
そ
の
際
。
申
請
書
。
に
記
載
し
た
範
囲
内
に
於
て
定
ま
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
期
間
を
如
何
に
定

め
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
法
に
何
等
規
定
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
前
述
し
た
如
く
権
利
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
事
由
に
基
く
知
事
の
許
可
が
な
け
れ
ば

期
間
更
新
の
拒
絶
は
あ
り
得
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
一
応
民
法
第
六

O
二
条
(
短
期
賃
貸
借
)
又
は
伺
六

O
四
条
ハ
賃
貸
借
の
存
続
期
間
)
の
規
定
に
よ
る
期
間
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

叉
以
上
の
収
益
行
為
に
か
与
る
利
用
料
相
に
つ
い
て
は

l
l後
述
す
る
如
く
「
利
用
権
」
と
し
て
保
護
さ
れ
る
の
は
有
償
の
契
約
に
限
ら
れ
る
か
ら
・
ハ
「
農
地

法
」
第
三
二
条
)
!
|
従
っ
て
、
対
一
聞
は
「
利
用
権
」
の
要
素
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
有
償
と
は
、
金
約
物
納
に
限
ら
ず
利
用
権
者
の
相
手
方
に
対
す
る
一

定
の
夫
役
、
又
は
利
用
の
代
償
と
し
て
行
う
山
林
め
管
理
の
類
を
も
含
め
て
、
広
く
解
す
べ
き
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

次
に
本
権
利
の
保
護
に
つ
い
て
は
第
一
二
二
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
規
定
に
よ
れ
ば
、
本
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
は
有
償
の
契
約
に
限
ち

れ
、
更
に
そ
の
対
抗
力
に
つ
い
て
は
、
登
記
を
以
て
第
三
者
に
対
抗
し
得
る
効
力
を
認
め
る
不
動
産
賃
貸
借
に
対
す
る
民
法
の
一
般
原
則
(
民
法
第
六

O
五
条
)

を
排
除
し
て
、
単
に
引
渡
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
認
め
利
用
権
者
の
使
別
収
益
権
を
強
力
に
保
護
せ
ん
と
し
、
又
他
方
「
利
用
権
」
の
，
存
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に

そ
の
土
地
を
買
っ
た
第
三
者
の
損
失
の
保
護
に
つ
い
て
も
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
「
農
地
法
」
第
三
二
条
に
よ
る
同
法
第
一
八
条
の
準
用
)

叉
期
間
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
期
間
満
了
の
一
ケ
和
乃
至
六
ヶ
月
前
迄
の
間
に
、
相
手
方
に
対
し
て
期
間
後
更
新
を
し
な
い
皆
の
通
知
を
し
な
い
困
層
合
は
、
自

動
的
に
従
前
と
同
一
条
件
で
更
に
賃
貸
借
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
ハ
且
辰
一
地
法
第
三
二
条
に
よ
る
第
一
九
条
の
準
用
)
叉
更
に
期
間
後
更
新
を
し
な
い
回
目
の
通
知

を
す
る
場
合
で
も
、
省
令
で
定
め
と
る
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
解
除
解
約
の
申
し
入
れ
、
合
意
に
よ
る
解
約
叉
は
更
新
拒
絶
の

一
(
〕
七



一O八

(
「
農
地
法
」
第
コ
三
条
に
よ
る
同
法
第
二

O
条
の
準
用
)
、
更
に
右
の
規
定
を
一
一
層
強
化
す
る
た
め
に
本
法
第
九
二

条
に
於
て
以
上
の
違
反
行
為
に
対
す
る
罰
則
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
以
上
の
規
定
の
う
ち
特
に

ν
合
意
に
よ
る
解
約
ρ

に
つ
い
て
も

l
iそ
れ
が
農

事
調
停
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
を
除
き
ー
ー
な
ほ
他
の
解
除
解
約
の
場
合
と
同
様
知
事
の
許
可
を
要
す
る
と
し
て
、
「
合
意
」
と
い
う
表
見
に
よ
っ
て
収
益
関

係
が
消
滅
す
る
可
能
性
を
敵
に
防
止
せ
ん
と
し
て
い
る
点
、
同
法
が
「
利
用
権
」
の
保
護
に
関
し
て
、
特
に
慎
重
な
態
度
を
以
て
、
臨
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
す

通
知
を
し
て
は
な
ら
な
い
菅
規
定
さ
れ
、

べ
き
で
あ
ろ
う
。

又
知
事
が
許
可
す
る
場
合
に
、
都
道
府
県
農
業
委
員
会
に
対
し
て
為
さ
れ
る
、
知
事
の
意
見
聴
坂
義
務
(
農
地
法
第
二

O
条
第
三
項
)
知
事
の
解
除
、
解
約
、

更
新
拒
絶
の
許
可
に
よ
っ
て
生
ず
べ
き
、
耕
作
農
民
の
損
失
の
保
障
を
目
的
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
、

H

条
件
μ

つ
き
の
許
可
(
同
第
二

O
条
第
四
項
)
以
上
の
許

可
な
く
し
て
為
し
た
行
為
の
無
効
(
同
第
二

O
条
第
五
項
)
民
法
第
六
一
七
条
ハ
解
約
の
申
入
)
及
び
第
六
一
八
条
ハ
解
約
権
の
期
間
保
)
の
規
定
と
異
る
条
件

で
、
以
上
の
規
定
に
比
し
て
利
問
権
者
に
不
利
な
条
件
の
無
効
(
同
第
六
項
)
権
利
設
定
の
際
に
設
け
た
解
除
条
件
叉
は
不
確
定
期
限
の
無
効
(
向
第
七
項
)
を

合
は
せ
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
「
利
用
権
」
の
保
護
を
強
化
し
、
叉
同
法
第
二
五
条
ハ
小
作
契
約
の
文
書
化
の
規
定
)
を
準
用
す
る
こ
と
に
よ
勺
て
利
用

関
係
の
実
体
を
明
確
に
し
、
そ
の
運
用
の
適
切
化
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
「
農
地
法
」
上
に
於
け
る
「
利
用
権
」
の
態
様
は
、
耕
作
の
事
業
を
行
う
も
の
ミ
一
新
炭
別
原
木
、
燃
料
同
校
溶
菜
、
肥
料
飼
料
数
料
用
車
漆

業
の
採
取
、
及
び
耕
作
の
事
業
に
附
随
し
て
飼
育
す
る
家
斎
の
放
牧
を
そ
の
内
容
と
し
、
万
協
議
ρ

或
は
、
農
業
委
員
会
に
よ
る

υ
承
認
μ

及
び

ν
裁
定
ρ

な
る

特
殊
手
続
を
経
て
成
立
し
、
一
般
的
に
は
知
事
の
許
可
に
基
く
解
除
解
約
期
間
更
新
の
拒
絶
に
よ
っ
て
消
滅
し
、
対
価
を
以
て
そ
の
要
素
と
す
る
他
、
そ
の
権
利

の
設
定
、
対
抗
要
件
、
設
鑑
条
件
及
び
更
新
の
際
に
於
け
る
保
護
各
般
に
わ
た
り
強
力
に
保
護
さ
れ
た
法
定
使
間
以
益
権
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
叩
而
し
て

以
上
の
う
ち
特
に
権
利
の
保
護
に
関
す
る
部
分
は
、
本
「
利
用
機
」
規
定
中
一
つ
の
ピ
1

グ
を
形
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、

H

自
作
農
主
義
ρ

と
共
に
、
土
地
利
用
の
集
約
化
或
は
高
度
化
を
促
進
し
、
も
っ
て
耕
作
者
の
権
利
保
護
と
そ
の
地
位
の
安
定
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
明

確
に
表
示
す
る
も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
農
地
法
」
が
そ
の
一
覧
せ
る

註

(2) (1) 

従
っ
て
他
に
販
売
す
る
も
の
及
び
製
炭
業
を
兼
業
す
る
場
合
の
原
木
の
採
取
等
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
農
業
委
員
会
の
ゴ
次
認
μ

を
得
ず
相
手
方
と
の
合
意
に
よ
っ
て
ハ
「
農
地
法
」
第
三
条

ν
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
権
利
移
動
の
制



(3) 

限
μ

の
規
定
に
よ
り
許
可
を
要
す
る
場
合
に
は
そ
の
手
続
を
経
て
υ
契
約
を
締
結
し
「
利
用
権
」
の
場
合
と
同
様
の
使
間
収
益
行
為
d

を
行
う
こ
と

も
勿
論
で
あ
る
が
こ
の
場
合
の
採
取
又
は
放
牧
の
権
利
は
「
農
地
法
」
に
一
疋
う
「
利
用
権
」
と
は
自
ら
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
農
地
法
」
第
二
七
条
参
照
。
な
ほ
同
条
が
裁
定
の
申
請
は
そ
の
承
認
を
う
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
ヶ
月
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て

い
る
の
は
、
時
日
の
経
過
に
よ
る
事
情
愛
化
の
可
能
性
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

グ
芙
他
豆
当
な
理
由
あ
る
場
合
ρ

と
し
て
は
、
「
利
用
権
」
が
立
木
に
対
す
る
設
定
で
あ
る
場
合
に
於
け
る
契
約
期
間
中
立
木
の
伐
期
ハ
地
方
慣

行
に
よ
る
)
に
到
達
し
た
よ
う
な
場
合
或
は
所
有
権
者
が
薪
炭
林
と
し
て
の
利
用
を
安
一
見
し
て
用
材
用
林
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
正

当
と
認
め
ら
れ
る
様
な
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

申
請
書
の
内
容
は
H

承
認
d

の
際
の
申
請
書
の
内
容
と
同
一
で
あ
る
ハ
「
施
行
規
則
」
昭
和
二
七
年
農
令
七
九
号
第
一
八
条
参
照
υ

同
旨
木
村
靖
二
M

農
地
法
精
説
H

一
八
七
頁

適
正
使
用
料
の
詳
細
に
つ
い
て
は
前
掲
和
田
、
橋
「
新
農
地
法
詳
解
」
二
一

O
頁
及
び
同
前
掲
木
村
「
農
地
法
精
説
」
一
八
五
頁
参
照

「
裳
地
法
」
第
二

O
条
第
一
項
但
書
参
照

(4) (5) (6) (8) (7) 

一
二
、
用
益
権
と

「
利
用
権
」

付

賃

借

権

と

「
利
用
権
」

賃
貸
借
は
元
来
当
事
者
の
一
方
が
伺
相
手
方
に
対
し
あ
る
も
の
L
使
用
以
益
を
許
容
し
、
相
手
方
が
そ
れ
に
対
し
一
定
の
賃
料
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
双
務
有

償
不
要
式
の
諾
成
契
約
で
あ
り
ハ
民
法
第
六

O
一
条
以
下
)
特
に
不
動
産
の
賃
貸
借
に
関
し
て
は
、
登
記
に
よ
っ
て
そ
の
不
動
産
に
物
権
を
A

取
得
し
た
者
に
対
し

対
抗
し
得
る
(
民
法
第
六

O
五
条
)
の
を
以
て
そ
の
特
色
と
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
本
「
利
問
権
」
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
如
く
、
対
価
は
「
利
用
権
」
の
要

素
で
あ
る
か
ら
こ
の
点
賃
貸
借
の
場
合
主
同
様
で
は
あ
る
が
、
「
利
則
権
」
は
土
地
利
用
の
調
整
を
目
的
と
し
て
、
耕
作
の
事
業
を
行
う
者
に
限
り
特
に
そ
の
設

定
が
認
め
ら
れ
る
使
用
収
益
権
た
る
と
こ
ろ
か
ら
、
耕
作
の
事
業
を
行
う
も
の
と
不
可
分
の
関
係
に
た
つ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
権
利
の
、
玉
体
は
常
に
特
定

一
(
)
九



一一(〕

の
も
の
に
限
定
さ
れ
、
こ
の
点
賃
借
権
の
そ
れ
と
は
異
る
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
叉
更
に
前
述
し
た
そ
の
設
定
時
に
於
け
る
グ
承
認
ρ

万
裁
定
ρ

等
の
特
殊

手
続
か
ら
し
て
も
、
完
全
な
意
味
に
於
け
る
双
務
契
約
並
に
不
要
式
の
諾
成
契
約
と
は
解
し
難
く
、
な
ほ
そ
の
収
益
行
為
に
つ
い
て
も
、
下
草
校
落
葉
の
採
取
及

び
家
畜
の
放
牧
は
一
応
問
題
な
い
と
し
て
も
、
如
何
に
自
家
用
と
雄
も
薪
炭
同
原
木
を
採
取
す
る
こ
と
は
、
借
用
物
の
一
部
を
破
壊
す
る
こ
と
L
同
義
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
な
ほ
賃
貸
借
と
見
倣
し
う
る
と
す
る
の
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
叉
「
利
用
権
」
の
保
護
に
関
す
る
第
一
一
三
条
の
規
定
中
、
本
「
利
用
権
」
に

関
し
一
方
に
於
て
は
農
地
及
び
採
草
放
牧
地
賃
貸
借
更
新
践
は
解
約
の
規
定
(
「
農
地
法
」
第
三
二
条
に
よ
る
第
一
九
条
及
び
第
二

O
条
の
準
向
)
或
は
民
法
上

の
賃
貸
借
に
粛
す
る
規
定
(
民
法
第
五
三
三
一
条
)
を
準
問
し
、
む
し
ろ
債
権
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
他
方
本
「
利
問
権
」
は
特
に
不
動
産
賃
借
権
に

関
し
て
は
受
記
を
以
て
第
三
一
岩
に
対
抗
し
得
る
と
す
る
民
法
の
一
般
原
則
(
民
法
第
六

O
五
条
参
照
)
を
排
除
し
て
、
単
に
引
き
渡
し
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
認

め
て
い
る
点
、
賃
貸
借
の
そ
れ
と
は
著
し
く
相
違
し
て
い
る
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

要
す
る
に
「
利
用
権
」
は
そ
の
権
利
態
様
も
部
分
的
に
は
賃
借
権
の
そ
叫
に
類
似
し
、
諸
規
定
に
つ
い
て
も
叉
債
権
制
取
扱
が
見
ら
れ
る
と
雄
も
、
以
上
を
以

て
「
利
用
権
」
は
賃
借
権
或
は
賃
借
権
類
似
の
使
用
収
益
権
と
解
す
る
の
は
、
必
ず
し
も
当
を
得
た
も
の
と
は
云
い
難
く
、
む
し
ろ
強
力
に
保
護
さ
れ
た
特
殊
の

使
用
収
益
擦
と
し
て
一
応
賃
借
権
と
は
区
別
し
て
考
え
る
方
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

唱
』。血

註

前
掲
木
村
靖
二
M

農
地
法
精
説
ρ

一
九
四
頁
参
照

こ
の
場
合
目
的
物
の
返
還
対
価
等
の
点
か
ら
消
費
貸
借
又
は
使
用
貸
借
と
異
る
こ
と
は
他
言
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。

tヰ

用

盛

物

権

と

「
利
用
権
」

以
上
前
段
に
於
て
賃
借
権
と
の
関
係
に
於
て
「
利

m権
」
の
特
質
を
論
じ
た
が
、
次
に
、
王
と
し
て
民
法
上
に
於
け
る
用
益
物
権
と
の
関
係
に
於
て
考
察
す
れ

ば
、
先
ず
そ
の
使
用
収
益
の
内
容
に
つ
い
町
は
、
民
法
上
の
用
益
物
権
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
工
作
物
叉
は
竹
木
の
所
有
を
目
的
と
し
て
他
人
の
土
地
を
使
用
す
る

こ
と
を
そ
の
内
精
と
す
る
も
の
(
地
上
権
〉
或
は
通
行
引
水
の
如
く
一
定
の
目
的
に
従
っ
て
他
人
の
土
地
を
自
己
所
有
地
の
便
益
に
共
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る

も
の
(
地
役
一
民
叉
は
そ
の
内
容
は
慣
習
に
よ
っ
て
定
ま
り
、
従
っ
て
例
外
的
に
水
面
の
使
用
等
を
も
含
む
も
の
ハ
入
会
与
及
び
他
人
の
土
地
を
使
用
し
て
耕

作
又
は
枚
畜
を
な
す
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
ハ
永
小
作
権
)
が
あ
り
そ
の
内
容
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
が
、
こ
れ
を
大
略
的
に
見
れ
ば
、
他
人
の
土
地
に



於
て
一
定
の
使
用
収
益
を
行
う
こ
と
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
点
、
そ
の
収
益
範
囲
が
お
ほ
む
ね
法
定
で
あ
る
こ
と
も
合
わ
せ
て
、
前
述
し
た
「
利
問
権
」
の
使

用
収
益
内
容
と
大
差
な
い
と
見
て
午
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
権
利
の
取
得
及
び
消
滅
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
前
、
述
し
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て

ν
協
議
d

が
と
与
の
っ
た
場
合
に
於
け
る
「
利
用
権
」
の
設
定
は
、
事
前
の

グ
承
認
ρ

と
一
式
う
特
殊
な
手
続
を
考
慮
し
た
よ
で
な
ほ
一
応
、
法
律
行
為
に
従
っ
て
当
事
者
聞
の
設
定
契
約
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
と
解
し
て
差
支
え
な
い
で
あ

ら
う
。
従
っ
て
民
法
上
の
用
益
物
権
取
得
の
場
合
、
地
上
権
、
永
小
作
権
、
地
役
権
等
に
於
け
る
譲
渡
相
続
取
は
時
効
等
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
権
利
取
得
を
、
例

外
的
に
見
れ
ば
原
則
的
に
は
大
差
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

然
L

M

協
議
H

が
と
A

の
わ
な
い
場
合
に
於
け
る
M

裁
定
M

に
よ
る
「
利
用
権
」
の
設
定
は
、
も
は
や
私
法
的
契
約
の
範
障
を
脱
し
た
「
利
用
権
」
設
定
に
対

す
る
強
力
な
る
保
護
を
目
的
と
し
た
、
行
政
処
分
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
目
'
益
物
権
中
地
上
権
に
見
る
如
き
、
法
定
地
上
撒
一
政
は
推
定
地
上
甑
の
存
在
を

考
慮
し
て
も
、
法
定
地
上
権
は
土
地
建
物
の
一
方
の
み
に
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
於
け
る
建
物
所
有
者
の
保
護
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
叉
推
定
地

上
権
は
「
地
上
権
に
関
す
る
法
律
」
ハ
明
治
三
コ
一
年
法
律
第
七
二
号
)
施
行
以
前
か
ら
存
在
す
る
使
兇
収
益
一
関
係
を
推
定
せ
ん
と
す
る
に
止
ま
る
か
ら
、
な
ほ
か

っ
裁
定
に
よ
る
設
定
の
場
合
の
「
利
問
権
」
に
対
す
る
保
護
は
、
総
括
的
に
は
同
益
物
権
の
そ
れ
よ
り
も
は
渇
か
に
満
極
的
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

叉
そ
の
権
利
の
消
滅
に
つ
い
て
は
、
用
益
物
権
の
場
合
、
存
続
期
間
の
満
了
、
使
用
収
益
地
の
滅
決
》
混
同
、
ぬ
葉
、
土
地
収
用
等
の
一
般
的
消
滅
原
因
に
よ

っ
て
泊
然
に
消
滅
す
る
他
、
特
殊
み
%
の
と
し
て
地
上
権
及
び
永
小
作
権
の
場
合
に
於
け
る
消
滅
請
治
及
び
地
役
権
の
場
合
に
於
け
る
承
役
地
の
時
効
取
得
に
よ

る
、
消
波
及
び
消
滅
時
効
に
よ
る
消
滅
が
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
に
対
し
て
「
利
用
権
」
の
場
合
に
於
て
は
、
前
述
し
た
如
く
知
事
の
許
可
に
基
い
て
な
さ

れ
る
解
除
解
約
更
新
の
拒
絶
に
よ
っ
て
、
消
波
す
る
旨
規
定
き
れ
、
更
に
以
上
の
知
事
が
許
可
し
得
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
農
地
及
び
採
草
放
政
地
の
賃
貸
借
解
約

の
規
定
ハ
「
農
地
法
」
第
二

O
条
」
)
が
準
用
さ
れ
て
居
り
、
こ
の
部
分
の
規
定
は
前
述
し
た
地
上
権
、
永
小
作
権
に
於
け
る
消
波
請
求
の
場
合
と
類
似
し
て
は

い
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
物
権
的
と
云
わ
ん
よ
り
は
む
し
ろ
賃
借
権
如
ち
佼
権
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
他
に
は
用
益
物
権
の
場
合
の
如
き
、
混
同
倣
棄
或
は
土
地
以
同
等
に
よ
る
一
般
的
消
失
原
因
に
つ
い
て
は
何
等
規
定
は
な
い
が
、
此
等
の
一
般
的
消
滅

原
因
は
「
利
用
権
」
の
場
合
に
も
そ
の
性
格
上
そ
の
ま
L

妥
当
す
る
と
見
て
差
支
え
な
い
で
あ
ら
う
。
な
ほ
叉
「
利
用
権
」
の
場
合
、
そ
の
権
利
の
態
様
か
ら
し



て
地
役
権
の
場
A
ロ
の
如
き
承
設
地
の
時
効
取
得
に
よ
る
消
滅
、
及
び
消
滅
時
効
に
よ
る
消
滅
は
存
在
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
ら
う
。

更
に
権
利
の
効
力
乃
至
保
護
に
つ
い
て
は
、
用
益
物
権
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
物
権
に
通
有
の
一
般
的
効
力
と
し
て
、
優
先
的
効
力
及
び
物
権
的
請
求
権
を
有
す

る
他
、
閉
山
益
物
権
個
々
に
特
有
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
譲
渡
性
及
び
担
保
性
を
有
す
る
も
の
ハ
地
上
権
及
び
永
小
作
撒
)
或
は
要
役
地
と
の
関
係
に
於
て
・
附

従
性
を
有
す
る
も
の
(
地
役
鞍
又
は
権
利
の
性
質
上
譲
渡
性
を
有
し
な
い
も
の
ハ
入
会
一
階
)
が
あ
る
が
、
以
上
に
つ
い
て
は
「
利
厚
階
」
の
場
合
、
そ
の
土
地

利
用
関
係
の
一
品
整
を
目
的
と
し
て
耕
作
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
り
そ
の
設
定
が
認
め
ら
れ
、
特
に
強
力
に
保
護
さ
れ
る
権
利
の
特
質
か
ら
し
て
、
譲
渡
性
担
保

性
附
従
性
等
は
そ
の
い
ず
れ
も
有
し
な
い
の
で
あ
る
。

市
し
て
更
に
そ
の
対
抗
要
件
に
関
し
て
は
、
用
益
物
権
の
場
合
、
不
動
産
物
権
空
動
の
第
コ
一
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
は
登
記
で
あ
る
(
民
法
第
一
七
七
条
)
と

こ
ろ
か
ら
、
特
殊
な
慣
習
上
の
用
益
権
た
る
入
会
権
を
除
き
、
地
上
権
永
一
小
作
権
地
役
権
い
ず
れ
も
が
登
記
な
く
し
て
は
第
三
者
に
対
抗
し
得
な
い
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
対
し
「
利
問
権
」
は
単
に
引
き
渡
し
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先
述
し
た
「
利
用
権
」
各
般
に
わ
た
る
強
力
な
る
保
護
規
定

と
合
わ
せ
て
、
利
用
権
者
の
法
的
地
位
は
用
益
物
権
の
場
合
に
比
し
て
著
し
く
強
化
さ
れ
て
居
る
と
一
去
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
冗
来
他
人
の
物
を
利
用
す
る
法
律
形
式
と
し
て
は
、
用
益
物
権
の
他
に
先
述
し
た
賃
借
権
が
あ
る
が
、
賃
借
権
は
債
権
契
約
4

で
あ
る
か
ら
、
契
約
自
由
の
原
則

が
支
限
的
で
あ
る
限
り
当
事
者
は
そ
の
内
容
を
自
由
に
形
成
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
所
有
権
者
は
そ
の
優
越
せ
る
経
銭
的
地
位
を
利
用
し
て
、
無
制
限

に
そ
の
有
利
な
立
場
を
主
張
し
得
る
こ
と
に
氏
一
る
o

此
処
に
於
て
以
上
に
よ
っ
て
生
ず
べ
き
弊
を
是
正
す
べ
く
、
社
会
経
滋
的
見
地
か
ら
賃
貸
借
契
約
に
一
定
の

制
限
を
設
け
、
更
広
'
強
行
規
定
た
る
別
益
物
権
を
強
化
し
、
両
者
相
侠
っ
て
他
人
の
物
の
上
に
於
け
る
利
用
関
係
の
調
整
を
図
る
こ
と
が
社
会
的
に
要
請
さ
れ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
お
o
従
っ
て
此
の
場
合
4

般
的
に
用
益
物
権
は
物
の
特
定
的
支
配
を
目
的
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
有
権
を
制
限
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
歴
史
雌
乃
至
社
会
的
意
義
は
、
そ
れ
が
所
有
権
と
対
立
し

ν
所
有
権
の
絶
対
的
優
越
位
を
制
限
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
日
戸
自
身
一
定
の
社
会
的
機
能

を
営
み
で
あ
デ
こ
と
に
存
す
る
と
一
言
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
本
「
利
用
権
の
場
合
も
|
我
国
に
於
け
る
、
物
権
法
定
主
需
の
建
前
か
ら
し
て
本
「
利

用
権
」
が
特
に
物
権
と
し
て
規
定
さ
れ
て
居
ら
ぬ
限
り
、
こ
れ
と
区
別
す
べ
き
は
当
然
で
あ
る
が

i
ー
そ
の
権
利
の
態
様
及
び
先
述
し
た
農
地
関
係
立
法
が
、
従

来
の
所
有
権
中
心
主
義
か
ら
、
次
第
に
問
益
権
尊
重
強
化
の
方
向
に
是
正
さ
れ
つ
L
あ
る
経
線
を
想
起
す
れ
ば
、
少
く
と
も
そ
の
歴
史
的
乃
至
社
会
的
意
義
に
関



す
る
限
り
用
益
権
の
そ
れ
と
相
通
ず
る
も
の
を
有
す
る
と
苧
え
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
本
「
利
用
権
」
は
1

1

前
述
し
た
如
く
そ
の
内
に
債
権
的
要
素
を
も
含

有
す
る
と
は
云
え
l
l
|
次
第
に
物
権
的
方
向
に
傾
き
、
用
益
物
権
と
共
に
強
化
さ
れ
つ
L
あ
る
使
間
以
益
権
と
一
疋
え
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

註

ω
民
法
第
二
六

O
条
参
照

凶
民
法
第
二
八

O
条
参
照

剛
氏
法
第
二
六
三
条
及
び
第
二
九
四
条
参
照

削
民
法
第
二
七

O
条
参
照

問
民
法
第
三
八
入
条
及
び
立
木
法
第
五
条
参
照

同
「
地
上
権
に
関
す
る
法
律
」
(
明
治
三
三
年
法
律
第
七
二
号
)
第
一
条
参
照

的
民
法
第
一
七
七
条
参
照

制
民
法
第
二
六
六
条
第
一
項
同
第
二
六
八
条
第
一
項
同
第
二
七
五
条
同
第
二
七
七
条
参
照

倒
地
上
権
の
場
合
は
民
法
第
二
六
六
条
第
一
項
同
第
二
七
六
条
第
二
項
同
第
五
四
一
条
参
照
小
作
権
の
場
合
は
民
法
第
二
七
六
条
参
照

帥
民
法
第
二
八
九
条
参
照

凶
民
法
第
一
六
七
条
第
二
項
参
照
.

(1司

永
小
作
権
の
場
合
の
譲
理
性
に
つ
い
て
は
民
法
第
二
七
二
条
担
保
性
に
つ
い
て
は
民
法
第
三
六
九
条
第
二
項
参
照
、
叉
地
上
権
の
場
合
は
前
掲
民

法
第
三
六
九
条
第
二
項
参
照

民
法
第
二
八
一
条
参
照
、

入
会
権
の
内
容
は
共
同
収
益
行
為
を
な
し
う
る
こ
と
で
あ
り
そ
の
収
益
権
は
団
体
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
権
利
の
一
権
能
に
す
ぎ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら

収
益
権
ゆ
分
割
は
不
能
で
あ
り
従
っ
て
任
意
に
自
己
の
収
益
権
を
譲
渡
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

民
法
制
定
後
か
よ
う
な
要
請
に
応
じ
て
立
法
さ
れ
た
の
が
建
物
保
護
法
(
朋
治
四
三
年
法
律
第
四

O
号
)
借
地
法
(
大
正
一

O
年
法
律
第
四
九

号
)
借
家
法
(
大
正
一

O
年
法
律
第
五

O
号
)
等
の
賃
借
権
強
化
の
特
別
法
で
あ
り
、
小
作
調
停
法
ハ
大
正
一
一
二
年
法
律
第
六
号
)
農
地
調
整
法

(
昭
和
一
三
年
法
律
第
六
七
号
)
等
の
小
作
権
の
保
護
強
化
に
関
す
る
特
別
法
で
あ
る
。

林
信
雄
「
財
産
法
概
論
」
一
四

O
頁
参
照

民
法
第
一
七
五
条
参
照

(140) (13) <<5) 自力目。
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四
、
む

す

c.x 

以
上
「
農
地
法
」
に
於
げ
る
「
利
用
権
」
の
特
質
を
、
主
と
し
て
民
法
上
の
賃
借
権
及
び
用
議
物
権
と
の
関
係
に
於
て
極
め
て
概
略
的
に
考
察
し
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
要
す
る
に
近
時
社
会
経
済
的
見
地
か
ら
、
不
動
産
賃
借
権
に
関
し
そ
の
対
抗
力
或
は
存
続
期
間
の
更
新
等
の
諸
点
に
つ
い
て
、
賃
借
入
の
地
位
を
強

化
せ
ん
と
す
る
所
謂
H

不
動
産
賃
借
権
の
物
権
化
μ

の
傾
向
が
拡
大
し
つ
ふ
あ
り
、
叉
他
方
物
権
法
の
基
本
た
る
所
有
権
は
そ
の
分
解
作
別
に
よ
っ
て
霞
接
的
支

配
権
か
ら
、
地
代
家
賃
等
の
対
価
請
求
権
と
し
て
所
謂
H

債
権
化
ρ

の
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
合
は
せ
考
え
る
時
、
「
新
農
地
」
法
が
農
地
制
度
を
用
益
権
本
位
に

是
正
す
べ
く
強
力
に
保
護
さ
れ
た
法
定
使
間
以
益
権
と
し
て
「
利
回
問
権
」
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
甚
だ
興
味
深
く
又
意
義
あ
る
も
の
と
一
去
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

即
ち
「
農
地
法
」
に
規
定
す
る
「
利
問
権
」
は
そ
の
性
絡
上
互
に
相
移
行
し
つ
L
あ
る
社
会
的
二
傾
向
H

不
動
産
賃
借
権
の
物
権
化
。
並
に

ν
所
有
権
の
債
権

化
ρ

の
中
に
あ
っ
て
上
述
し
た
如
く
物
機
的
方
向
に
傾
き
、
用
益
物
権
と
共
に
強
化
さ
れ
つ
与
あ
る
法
定
使
用
収
益
権
と
見
倣
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

ハ
一
九
五
五
・
一
・
一
一
一
二
)


